
 
 

                             掲示期間５.２７－６.５ 
 
新潟市契約公告第２５号 
 
                  

 入 札 公 告 
 
 
 下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定

に基づき公告します。 
 
 令和６年５月２７日 
 
                             新潟市長 中原 八一 
 
１ 入札に対する事項 
（１）件名 新潟市立新津図書館飲料自動販売機に係る公有財産貸付 
（２）品質・規格・数量など 仕様書のとおり 
（３）契約の条項を示す場所 新潟市立新津図書館 
（４）入札日時・場所 令和６年６月１７日（月） 午前９時３０分 

新潟市立新津図書館 ２階 研修室 
（５）貸付期間 令和６年７月１日から令和１１年６月３０日まで（５年間・

更新なし） 
（６）入札方式 数量未確定につき１単位当たりの単価での入札とします。 
（７）入札保証金 新潟市契約規則第１０条第２号により免除 
（８）入札を無効とする場合 新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該当するときは無

効とし，入札者が談合その他不正な行為をしたと認められる

場合はその入札の全部を無効とします。 
（９）入札を中止とする場合 新潟市契約規則第１９条第１項の規定に該当する場合は，入

札を中止することがあります。 
（１０）談合情報等により公正な

入札が行われないおそれが

あるときの措置 

談合情報等により，公正な入札が行われないおそれがあると

認められるときは，入札期日を延期し，または取りやめるこ

とがあります。 
（１１）契約保証金 免除 
（１２）最低貸付料 仕様書のとおり 



 

（１３）貸付場所等 仕様書のとおり 
（１４）契約締結について議会の 

議決を要するための仮契約 
 無 

（１５）その他特記事項 入札金額欄に，貸付単価（売上額１００円に対する貸付料）

を小数点以下第２位まで記入してください。 
 
２ 入札参加資格の要件 
 （１）申請時において，次の要件をすべて満たす法人又は個人が応募することができます。 
  ア 入札参加資格者名簿（業務委託）に「自動販売機（缶・ペット・紙パック飲料）」

の登録があること 
  イ 令和３年４月１日以降申請の日までの間に，新潟市内において自動販売機の設置

実績を有し，かつ健全な経営を行っている者 
  ウ 設置者自らが自動販売機を設置し，継続して運営する資力，能力を有する者 
 （２）次に該当する方は，参加することができません。 
  ア 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者 
  イ 市税の滞納がある者 
  ウ 自己又は自社の役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が経営に事実上参加し

ていると認められる法人 
 
３ 入札参加手続き 
 （１）入札参加申請期限  令和６年６月５日（水）午後５時００分まで 
 （２）受付期間 
    入札公告の日から入札参加申請期限の日までの午前９時００分から午後５時００

分まで（金曜日を除く） 
 （３）入札参加申請受付場所 
     新潟市秋葉区日宝町６番２号 
      新潟市立新津図書館 
      電話：０２５０－２２－００９７ 
 （４）提出方法 
     参加希望の方は，入札参加申請書その他必要書類に所定事項を記入し，直接ご持

参願います。郵送，ファクシミリ，電子メールによる受付は行いません。 
 （５）提出書類 
      以下の①から⑦までを封筒に入れて提出してください。 

① 応募申込書（自販機様式１） 
 

 



 

② 事業者（会社）概要 
        会社のパンフレットでも結構です。会社名，所在地，経歴，従業員数等

の表記があれば，形式を問いません。（パンフレットに補記することも可） 
③ 自動販売機設置実績報告書（自販機様式２） 
④ ア 個人の場合  住民票 

イ  法人の場合  登記事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項証明

書）又は商業登記簿謄本 
⑤ 市税の納税証明書等 

         ア 本市に納税義務がある場合 納税証明書（「新潟市入札用」，発行後

１か月以内のもの） 
         イ 本市に納税義務がない場合 申立書兼同意書（自販機様式３） 

⑥  誓約書（自販機様式４） 
⑦  設置する自動販売機のカタログ（寸法，消費電力，その他機能が確認で

きるもの） 
 （６）入札にあたっての留意事項 
    ① 入札金額は，貸付単価（商品の販売に係る売上額１００円に対する貸付料）

を記載してください。 
      貸付単価に１円未満の端数があるときは，少数点以下第２位まで記入してく

ださい。 
      建物内に設置する自動販売機の場合，貸付料請求の際に別途消費税及び地方

消費税を加算します。 
    ② 入札金額は，文字や金額が不明瞭で判読できない場合，金額を訂正したもの，

記名・押印のないものについては無効とします。 
    ③ 提出書類の返却は行いません。 
 （７）個人情報 
     提出書類に記載された個人情報は，自動販売機設置予定者の決定及び貸付事務

のみに使用し，その他の目的には使用しません。ただし，参加資格の確認のため，

警察当局に情報提供する場合があります。 
 

４ 質疑書の提出について 
   説明会を開催しませんので，質疑事項がある場合は，下記により，必ず質疑書を提

出してください。提出は入札参加資格要件を満たしている方に限ります。 
  （１）様式    別紙様式に準じて作成してください。 
  （２）提出期限  令和６年６月１０日（月） 正午まで 
  （３）提出先   新潟市立新津図書館  
  （４）提出方法  ファクシミリでの受け付けとなります。 



 

           ファクシミリ番号０２５０－２１－１０４６へ送信してください。 
質疑書には、ファクシミリ番号を記入してください。 

  （５）回答方法  回答は応募者へファクシミリで行います。 
 
５ 設置予定者の選定 
 （１）入札日時，場所 
      令和６年６月１７日（月） 午前９時３０分 
      新潟市立新津図書館 ２階 研修室 
 （２）一般競争入札を行い，貸付単価（商品の販売に係る売上額１００円に対する貸付

料）の最高金額をもって有効な入札者を設置予定者として決定します。 
    設置予定者は公有財産貸付申請を行い，本市と賃貸借契約を締結し正式な設置者

となります。 
 
６ 入札時の注意事項 
 （１）入札時刻に遅れた場合は，入札に参加できません。 
 （２）入札にあたっては，入札書（別記様式第１号）を用いてください。 
 （３）代理人が入札する場合は，委任状（別記様式第２号）を提出してください。 
 （４）業務履行が困難と判断できる高額の貸付料での落札の場合は，費用，履行体制な

どについて調査する場合があります。調査の結果，履行困難と判断した場合は，失格

とする場合があります。 
 （５）入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届出するものとします。 
 （６）１回目の入札で設置予定者が決定しない場合は再度入札を行います。入札回数は

２回を限度とします。 
 （７）設置機械は，公告の日から１年以内に製造された未使用品とします。既設置者が

契約の相手方となった場合，既設の自動販売機は撤去が必要となります。 
（８）落札者の決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があっても，その端数の

金額を切り捨てない）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請者は，消費

税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお，入札金額の訂

正は無効とします。 
 
７ 設置予定者の決定 
 （１）設置予定者が決定したときは，直ちにその旨を設置予定者に通知するとともに速

やかに公表します。 
 （２）設置予定者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは，くじを引きて



 

設置予定者を決定します。 
 

８ 設置予定者の決定の取消し 
    次のいずれかに該当する場合は，設置予定者としての決定を取り消します。 
    （１）提出書類に虚偽の記載があったとき 
    （２）設置予定者が応募者の資格を失ったとき 
    （３）著しく社会的信用を損なう行為等により，設置者としてふさわしくないと

新潟市が判断したとき 
 
９ 設置予定者が設置を辞退した場合 
    設置予定者が自動販売機の設置を辞退し，新たな設置予定者を決める入札手続き

を行う時間がなく緊急を要するときは，当該設置予定者の次に高い金額をもって有

効な入札を行った申請者を設置予定者とし，新たな設置予定者を決めることができ

るものとします。 
     



新潟市立新津図書館　自動販売機　位置図

自動販売機設置箇所（２台）



 
 

自動販売機設置及び設置場所貸付に係る仕様書 

 

１ 入札物件 

 （１）自動販売機を設置するための市有財産の賃貸借 

・対象となる貸付場所は、次のとおり 

新潟市立新津図書館 １階ラウンジ脇 

 （２）貸付場所，貸付面積，台数，最低貸付料 

物件

番号 
貸付場所 

貸付 

面積 
台数 

最低貸付料 

（月額） 

１ 
新潟県新潟市秋葉区日宝町６番２号 
新潟市立新津図書館 １階ラウンジ脇 

２．４３㎡ ２ ２，２９８円 

※１ 「貸付面積」には、本体設置面積のほか、使用済み容器回収ボックス等の設置，転

倒防止に必要な器具の設置並びに電気使用量を計測するための専用子メーターの設

置のための面積を含む。設置にあたっては、新潟市と協議のうえ設置すること。 

※２ 「最低貸付料（月額）」には、消費税及び地方消費税を含まない。 

※３ 「最低貸付料（月額）」について、土地・建物の評価に変動があった場合、または

新潟市財産条例の改正があった場合には、それらに準じた改正後の額とする。 

※４ 自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉の

開閉等に支障がある場合も考えられるため、必ず入札前に設置場所の確認をするこ

と。 

 

２ 貸付期間 

令和６年７月１日 から令和 11年６月３０日まで（５年間・更新なし） 

 

３ 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置者の遵守事項 

 （１）設置面積 

   自動販売機の大きさは、おおよそＷ1,250ｍｍ×Ｄ900ｍｍ×Ｈ1,900ｍｍ以内とし、

使用済み容器回収ボックス、転倒防止策を講ずるための器具、有効期限内の検定付証

明用電気計器等を含め「貸付面積」内に 設置できるものとする。 

 （２）本体 

   ① 公告の日から１年以内に製造された未使用機械であることとする。 

   ② デザイン及び色は、周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 

    ・ 以下の条件のうち、最低でも３項目以上を満たしていること 

     ○ 屈まず楽な姿勢で商品を取り出せる構造となっていること 

     ○ 硬貨投入口が受け皿型（一括投入方式）となっていること 

     ○ 硬貨返却レバーは、小さな力で容易に操作できるものであること 

     ○ 硬貨返却口は、片手で硬貨を取り出せる構造であること 



 
 

     ○ 紙幣挿入口は、片手で操作できる構造であること 

     ○ 通常の商品選択ボタンに加え、低い位置（車椅子対応）にもボタンがあるこ 

       と 

     ○ 商品や小物を置くことができるテーブルを備えていること 

 （３）環境対策 

   ① ノンフロン二酸化炭素、炭化水素、または代替フロン（ハイドロクロロフルオロ

カーボン、ハイドロフルオロカーボン）を冷媒として採用した機種とする。 

   ② 「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並び

に「真空断熱材やヒートポンプ採用」等、消費電力量の低減に資する技術等を導入

した機種とする。 

 （４）安全対策等 

   ① 転倒防止「自動販売機の据付基準」（JIS 規格）及び「自動販売機据付基準マニ

ュアル」（日本自動販売機工業会作成）を遵守した措置を講じるものとする。その

際、できる限り施設の躯体に負担がかからない方法で設置すること。 

   ② 食品衛生「食品，添加物等の規格基準」（食品衛生法）及び「自動販売機の食品

衛生に関する自主的取扱要領」（業界自主基準）等を遵守し，販売商品の衛生管理

に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければなら

ない。 

   ③ 硬貨選別装置及び紙幣識別装置により、偽造通貨または偽造紙幣の使用による

犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、屋内装置であっても、「自販機堅牢

化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 

 （５）使用済み容器の回収箱 

   ① 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回

収ボックスを必要数設置する。 

   ② 回収ボックスの規格 

    ・プラスチック製または金属製とする。 

    ・容器回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済容器が溢れ

たり、周囲に散乱したりしないよう、十分な収容容積のものとする。 

   ③ 使用済み容器については、容器包装リサイクル法（平成７年法律第１１２号）な

ど関係法令に基づいて適切に処理する。 

 （６）自動販売機の設置及び管理運営 

   ① 設置者において、商品の補充及び消費期限の確認、売上金の回収及び釣銭の補充

並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 

   ② 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って自動販売機

の維持管理に努めるほか、故障時には即時対応する。 

   ③ 自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置者の責任において対応す

ること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。 

 



 
 

４ 販売商品の種類等 

 （１）酒類を除く清涼飲料とする。また、缶・ペットボトルによる販売に限る。 

 （２）標準販売価格以下の販売とする。 

 （３）利用者の嗜好に幅広く対応できるよう、水・お茶・コーヒー・紅茶・炭酸飲料・ス

ポーツドリンク等バラエティーに富んだ品揃えとする。 

 

５ 貸付料及び納入方法 

 （１）貸付料は、自動販売機に係る毎月の売上の合計総額を１００で除した値に「入札金

額」に記載された貸付単価（売上額１００円に対する貸付料）を乗じて得た額（円未

満切捨て）により積算する。 

 （２）設置者が新潟市に支払う貸付料は（１）の当該金額に消費税及び地方消費税相当額

を加算した金額（１円未満切捨て）とする。なお、消費税率及び地方消費税率が変更

のときは、これに従うものとする。 

 （３）（１）による貸付料が最低貸付料に満たない場合は、最低貸付料を当該月の貸付料

とする。 

 （４）貸付料は、新潟市が発行する納入通知書により、毎月新潟市の指定する期日までに

支払うものとする。なお、貸付期間が１月に満たない端数がある場合は、日割りをも

って計算する。 

 

６ 費用負担 

 設置者は、次の費用を負担する。 

 （１）自動販売機の搬入設置及び撤去に伴う運搬費、工事費等 

 （２）自動販売機の電気料金を計測するための検定付証明用電気計器の設置費等 

 （３）自動販売機の正常稼働に必要な光熱水費（「新潟市公有財産事務取扱要領の第５章

第７節光熱水費の実費徴収」を準用） 

 （４）自動販売機の稼働に必要な点検調整費、修理費等 

 （５）使用済み容器の回収箱等、新潟市の指示する物品 

 （６）使用済み容器処理費 

なお、設置工事等にあたっては新潟市の指示に従うものとする。 

また、光熱水費については、新潟市が発行する納入通知書により指定期日までに納

入する。 

 

７ 契約の解除 

  設置者は、自己の都合により自動販売機を取り下げる場合は、事前に新潟市に書面によ

り通知し、新潟市の指示する方法により契約を解除することができる。 

８ 自動販売機設置に伴う事故 

  新潟市の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 

 



 
 

９ 商品等の盗難及び破損 

 （１）新潟市の責に帰することが明らかな場合を除き、新潟市はその責を負わない。 

 （２）設置者は、商品及び自動販売機が汚損または毀損したときは、自らの負担により速

やかに復旧しなければならない。 

 

１０ 原状復旧 

  設置者は、自動販売機を撤去したときは、設置者の責任と負担のもとに原状復旧を行い

新潟市の確認を受けること。 

 

１１ その他 

  事業の執行施設管理を行う上で、必要な施設の閉鎖及び停電並びに電力会社による 

 計画停電等による売上の減少等については、新潟市はその責を負わない。 

 

１２ 施設状況（参考） 

 （１）施設概要  開館日・開館時間 

            月～木・土曜日  午前１０時～午後７時 

            日・祝日     午前１０時～午後５時 

          休館日 

            金曜日 

            図書整理日（第１水曜日） 

            年末年始（１２月２９日～１月３日） 

            蔵書点検期間（１０日間以内） 

 （２）施設利用状況（令和４年度現在） 

          開館日数 ２８８日 

          入館者数 １３７，２５５人／年 

 （３）年間販売実績 

          令和５年度（２台分） 

          清涼飲料（缶・ペットボトル・瓶） ７，０６７本 

  

           

     

    

           

  
     



 
 

業務実施要領 

 

１ 自動販売機及び販売商品 

 （１）新潟市又は設置者が自動販売機の機種（型式）並びに販売商品の種類を変更しよう

とするときは、事前に協議すること。 

 （２）設置者が販売価格帯を新設又は変更しようとするときは、事前に協議すること。 

 

２ 自動販売機の搬入及び撤去 

 （１）搬入に際しては、新潟市の指示に従うこと。 

 （２）契約期間満了の日までに撤去すること。 

 

３ 売上金額等の確認について 

  設置者は各月の売上金額等を自動販売機のカウンターにより毎月２５日以降月末まで

に確認し、翌月１５日までに新潟市に売上金額等を証する書類を提出すること。ただし、

新潟市が立会いを申し出た場合は、新潟市立会いのうえ確認すること。また、新潟市が

売上金額等の調査を行う場合は、実地調査及び関係書類等の提出を求めることができる。 

 

４ 設置者の商品管理 

 （１）商品管理に万全を期すこと。特に不良品点検（賞味期限切れ等）は厳しく管理する

こと。 

 （２）新津図書館の執務時間内に適宜商品を補充し、売切れが生じないようにすること。 

（３）商品等の搬出入時は制服又は名札を着用し、通常は施設所定の出入口から行うこと。 

 

５ その他 

 （１）新潟市又は設置者が自動販売機の破損等の異常を発見したときは直ちに相互に通

報すること。 

 （２）自動販売機の稼動は搭載機能を最大限生かし、節電に心がけること。 

 （３）容器等のゴミの撤去については、商品補充時に確実に行うこと。 

 （４）施設内では新潟市の指示に従うこと。 

 



新津図書館 最低貸付料計算書

【土地】
評価単価 １００分の４ 貸付面積 Ａ

22,400 × 0.04 × 2.43 ＝ 2,177

【建物】
償却額 貸付面積 台帳面積 Ｂ
24,411,016 × 2.43 ÷ 2,335.07 ＝ 25,403

【土地建物合計】
土地分（Ａ） 建物分（Ｂ） Ｃ

2,177 ＋ 25,403 ＝ 27,580

【月割り計算】
Ｃ 最低貸付料

27,580 ÷ 12 ＝ 2,298.33 → 2,298


